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  告　　　　　示  

山形県告示第515号

　災害救助法（昭和22年法律第118号）第２条の規定により、平成25年５月１日に地すべりにより県民の生命又は

身体に危害を受けるおそれが生じた次の村の区域内において同日から同法に基づく救助を行うこととした。

　　平成25年５月16日
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